
保険料等を定める条例が可決されました

平成１９年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について

平成１９年１１月２０日（火）、午後２時より平成１９年第１回東京都後期高齢者医療広域連

合議会定例会が開催されました。

この定例会において、下記のとおり、東京都における後期高齢者医療制度の保険料等を定める

「東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」等が議決されました。

記

１ 広域連合長提出議案

議案番号 件 名 議決年月日 議決結果

認定第１号 平成 18 年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳

出決算の認定について
11 月 20 日 認 定

議案第 5 号 平成 19 年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第 1号）
11 月 20 日 原案可決

議案第 6 号 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例
11 月 20 日 原案可決

２ 議員提出議案

議案番号 件 名 議決年月日 議決結果

議員提出議案

第５号
後期高齢者医療制度の施行に関する決議 11 月 20 日 原案可決

３ 陳情

議案番号 件 名 議決年月日 議決結果

陳情第１号 後期高齢者医療制度の抜本的な見直しを求める陳情 11 月 20 日 不採択

陳情第２号 東京都後期高齢者医療広域連合への陳情 11 月 20 日 不採択

４ 問い合わせ先

（１）後期高齢者医療に関する条例（保険料等）については…

保険部保険課長 赤松 郁夫

℡０３－３２２２－４５０３

（２）その他の議案等に関しては…

総務部総務課長 岡村 昭雄

℡０３－３２２２－４４７２

平 成 １ ９ 年 １ １ 月 ２ １ 日

東京都後期高齢者医療広域連合
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東京都後期高齢者医療制度における保険料について

１． 平成 20 年度・21 年度の保険料率及び保険料について

○ 均等割 37,800 円

○ 所得割率 6.56％

○ 賦課限度額 50 万円

２． 医療給付費以外の対応

（1） 葬祭事業について

葬祭事業については、62 区市町村の現在の葬祭費の支給額にバラつき

があることなどから、後期高齢者医療制度では実施せず、各団体の政策

判断で対応する。

（2） 健診事業について

① 特定健診における必須項目の健診を行い、区市町村に委託する。

② 受診率は、20 年度 52％、21 年度 55％で推計。

【1 人あたり平均保険料】

均等割 37,800 円 （37％）

所得割 65,100 円 （63％）

合計 102,900 円

【各種軽減後の実質 1 人あたり保険料】

約 9 万円

【ポイントごとの保険料】

① 公的年金収入 79 万円で単身者 （7 割軽減）

均等割 年額 11,340 円、 月額 940 円

② 公的年金収入 208 万円で単身者

均等割 年額 37,800 円、所得割 年額 36,080 円

合計 年額 73,880 円、月額 6,150 円

③ 夫 公的年金収入 250 万円 妻 公的年金収入 200 万円

夫分 均等割 年額 37,800 円、所得割 年額 63,630 円

合計 年額 101,430 円、月額 8,450 円

妻分 均等割 年額 37,800 円 所得割 年額 30,830 円

合計 年額 68,630 円、 月額 5,710 円

概 要
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③ 健診費用から、国庫補助金と自己負担金を除いた 1/3 を保険料に算入

する（約 900 円相当）。

④ 自己負担金は、全員から保険料を徴収する一方、受診する人と受診し

ない人との公平性の観点から、健診費用の概ね1割の500円を徴収する。

なお、区市町村が特定健診との整合を図るために無料とする場合は、区

市町村の負担とする。

３． 各種軽減措置の状況

（１） 低所得者への軽減

所得に応じて、均等割について 7 割・5 割・2 割の軽減措置を行う。

対象は、約 442 千人

軽減額は約 208 億円（20 年度・21 年度）と推計。

（2） 被用者保険の被扶養者への対応

当初、均等割を５割軽減、所得割を課さないとしていた。

この段階での軽減額は、11 万人で、約 43 億円（20 年度・21 年度）

このたび、激変緩和対策として、均等割について 6 ヶ月の凍結、その

後の 6 ヶ月について 9 割軽減が示された。

これによる軽減額は、12 万人で、約 20 億円（20 年度のみ）。

（3） 給付費が著しく低い地域の不均一賦課

1 人あたり平均医療給付費が東京都全体の平均より 20％以上低く乖離

している地域の保険料を軽減。

対象地域は、日の出町、大島町、神津島村、檜原村、新島村、御蔵島

村、八丈町の 7 団体。

軽減は、約 7 千人が対象で、1 億円の軽減。

４． 特別対策の実施

○ 調整交付金の交付調整の影響から、保険料は約 2 万円上昇することに

なり、保険料の軽減対策が必要とされた。

このため、保険料対象経費の中から、

①葬祭事業（約 34 億円）については、各団体の政策判断で実施する

②審査支払手数料（約 34 億円）③財政安定化基金拠出金（約 8 億円）

④収納率による保険料上乗せ分（約 24 億円）については、区市町村が

一般財源で補填するという、総額約 100 億円の特別対策を講じること

とし（②～④について 2 年間の限定）、保険料の軽減を図ることとした。

○ この結果、1 人あたり保険料は 102,900 円、軽減後の実質的な 1 人あ

たり保険料は約 9 万円となった。
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５． 低所得者対策の検討

○ 1 人あたり保険料 102,900 円（各種軽減後 約 9 万円）となったが、

平成 19 年度の国保の保険料水準に比べ高い状況にあり、特に、低所得者

への対策が必要。

○ 区市町村は既に 100 億円もの一般財源を投入したうえで、さらなる追

加支出は厳しい財政状況下で困難とされ、その財政負担を東京都に求め、

その結果を踏まえて対応することを決定。

問い合わせ先

東京都後期高齢者医療広域連合

保険部長 川嶋（03－3222－4501）

保険課長 赤松（03－3222－4503）


